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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話回線に接続するための第１のインターフェース、ファクシミリ装置に接続するため
の第２のインターフェース、及び電話機に接続するための第３のインターフェースを備え
た回線制御装置であって、
　前記電話回線から伝送される呼出信号を検知する第１の検知手段と、
　前記第１のインターフェースと前記第３のインターフェースとの接続状態を切り替える
第１の切替手段と、
　前記電話回線からの信号であって、前記第１の検知手段が前記呼出信号を検知するとき
の電圧の閾値よりも低い電圧の信号を検知する第２の検知手段と、
　前記第２の検知手段が前記電話回線からの信号を検知したことに応じて、前記第１のイ
ンターフェースと前記第３のインターフェースとが接続された状態から接続されていない
状態に切り替えるよう前記第１の切替手段を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とする回線制御装置。
【請求項２】
　前記第２の検知手段が前記電話回線からの信号を検知したことに応じて、前記第１の切
替手段が前記第１のインターフェースと前記第３のインターフェースとが接続された状態
から接続されていない状態に切り替えた後、前記第１の検知手段が前記電話回線からの信
号を検知しない場合は、前記制御手段は、前記第１のインターフェースと前記第３のイン
ターフェースとが接続されていない状態から接続された状態に戻すよう前記第１の切替手
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段を制御することを特徴とする請求項１に記載の回線制御装置。
【請求項３】
　前記第１の検知手段は、当該第１の検知手段が検知した信号のパターンに基づいて、当
該第１の検知手段が検知した信号が呼出信号であるかどうかを判定する判定手段を含むこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の回線制御装置。
【請求項４】
　前記第２の検知手段が前記電話回線からの信号を検知したことに応じて、前記第１の切
替手段が前記第１のインターフェースと前記第３のインターフェースとが接続された状態
から接続されていない状態に切り替えた後、前記第１の検知手段が前記電話回線からの信
号を検知した場合であって、前記判定手段により前記第１の検知手段が検知した信号が呼
出信号でないと判定された場合は、前記制御手段は、前記第１のインターフェースと前記
第３のインターフェースとが接続されていない状態から接続された状態に戻すよう前記第
１の切替手段を制御することを特徴とする請求項３に記載の回線制御装置。
【請求項５】
　前記第１のインターフェースと前記第２のインターフェースとの接続状態を切り替える
第２の切替手段を更に備え、
　前記判定手段により前記第１の検知手段が検知した信号が呼出信号であると判定された
ことに応じて、前記制御手段は、前記第１のインターフェースと前記第２のインターフェ
ースとが接続されていない状態から接続された状態に切り替えるよう前記第２の切替手段
を制御することを特徴とする請求項３または４に記載の回線制御装置。
【請求項６】
　前記第１の切替手段は、第１のリレーをＯＮ状態にすることにより前記第１のインター
フェースと前記第３のインターフェースとが接続されていない状態とし、当該第１のリレ
ーをＯＦＦ状態にすることにより前記第１のインターフェースと前記第３のインターフェ
ースとが接続された状態とすることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の
回線制御装置。
【請求項７】
　前記第２の切替手段は、第２のリレーをＯＮ状態にすることにより前記第１のインター
フェースと前記第２のインターフェースとが接続された状態とし、当該第２のリレーをＯ
ＦＦ状態にすることにより前記第１のインターフェースと前記第２のインターフェースと
が接続されていない状態とすることを特徴とする請求項５に記載の回線制御装置。
【請求項８】
　前記第１の検知手段及び前記第２の検知手段は、互いに異なる第１の検知回路及び第２
の検知回路であることを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の回線制御装置
。
【請求項９】
　前記第１の検知回路及び前記第２の検知回路は、並列に接続されて配置されていること
を特徴とする請求項８に記載の回線制御装置。
【請求項１０】
　電話回線に接続するための第１のインターフェース、ファクシミリ装置に接続するため
の第２のインターフェース、及び電話機に接続するための第３のインターフェースを備え
た回線制御装置における回線制御方法であって、
　前記電話回線から伝送される呼出信号を検知する第１の検知工程と、
　前記第１のインターフェースと前記第３のインターフェースとの接続状態を切り替える
第１の切替工程と、
　前記電話回線からの信号であって、前記第１の検知工程で前記呼出信号を検知するとき
の電圧の閾値よりも低い電圧の信号を検知する第２の検知工程と、
　前記第２の検知工程において前記電話回線からの信号が検知されたことに応じて、前記
第１のインターフェースと前記第３のインターフェースとが接続された状態から接続され
ていない状態に切り替えるよう前記第１の切替工程を制御する制御工程と、
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　を備えることを特徴とする回線制御方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の回線制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話回線、ファクシミリ装置、及び電話機に接続される回線制御装置、及び
その回線制御方法、プログラム、記憶媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ファクシミリ着信時における電話機の不要な呼出音の鳴動を避けるため、ファク
シミリ着信があった場合に呼出音を鳴らさずに自動で応答する機能（無鳴動着信モード）
を備えたファクシミリ装置が知られている。
【０００３】
　図９は、鳴動着信モードが設定されている（無鳴動着信モードが設定されていない）場
合の待機状態におけるファクシミリ装置のＮＣＵ（ネットワークコントロールユニット）
の様子を示している。図９に示す例では、ＣＭＬリレー及びＨリレーがともにＯＦＦ状態
（リレーに電圧がかかっていない状態）となっており、電話回線Ｉ／Ｆ（インターフェー
ス）と電話機Ｉ／Ｆとが接続されている。
【０００４】
　そして、鳴動着信モードが設定されている状態でファクシミリ着信があった場合は、Ｃ
Ｉ信号検知回路において呼出信号（ＣＩ信号）が検知されたことに応じて、電話回線から
の信号が電話機に伝送され、電話機が鳴動する。そして、ユーザがファクシミリ受信を指
示すると、ＣＭＬリレーがＯＮ状態（リレーに電圧がかかっている状態）となり、電話回
線Ｉ／Ｆとファクシミリ通信回路とが接続される。
【０００５】
　これに対して、無鳴動着信モードが設定されている場合におけるＮＣＵの様子を図１０
に示す。図１０に示す例では、ＣＭＬリレーはＯＦＦ状態であり、ＨリレーはＯＮ状態と
なっている。即ち、電話機Ｉ／Ｆは電話回線Ｉ／Ｆに接続されていない。
【０００６】
　この状態でファクシミリ着信があった場合は、ＣＩ信号検知回路においてＣＩ信号が検
知されたことに応じて、ＣＭＬリレーがＯＮ状態となり、電話回線Ｉ／Ｆとファクシミリ
通信回路とが接続される。そして、ファクシミリ通信回路においてＣＮＧ（コーリングト
ーン）信号が検知された場合は、ファクシミリ通信回路がファクシミリ通信を実行する。
【０００７】
　一方、ファクシミリ通信回路においてＣＮＧ信号が検知されない場合は、ＣＭＬリレー
及びＨリレーをともにＯＦＦ状態とし、電話回線Ｉ／Ｆと電話機Ｉ／Ｆとを接続する。こ
れにより、ファクシミリ着信の場合は電話機を鳴動させることなく自動的にファクシミリ
データを受信するとともに、音声通話のための着信があった場合には、電話機を鳴動させ
てユーザに通知することができる。
【０００８】
　しかしながら、上述した方法で無鳴動着信モードを実現した場合、以下のような問題が
発生する。即ち、上述した方法の場合、待機状態においてＨリレーを常にＯＮ状態として
おかなければならない。このため、Ｈリレーを動作させておくための電力が必要となり、
待機状態においてファクシミリ装置が消費する電力量が増加してしまう。
【０００９】
　またその一方で、Ｈリレーの電話回線Ｉ／Ｆと電話機Ｉ／Ｆとが接続された状態をＯＮ
状態とし、電話回線Ｉ／Ｆと電話機Ｉ／Ｆとが接続されていない状態をＯＦＦ状態として
おくことも考えられる。しかしながらこの場合、上述した無鳴動着信モードの待機状態に
必要な電力量を抑えることはできるが、電話機Ｉ／Ｆを電話回線Ｉ／Ｆに接続するために
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電力が必要となってしまう。このようにした場合、例えば停電によりファクシミリ装置本
体の電源がＯＦＦになってしまうと、電話機Ｉ／Ｆを電話回線Ｉ／Ｆに接続することがで
きず、通話することができなくなってしまう。
【００１０】
　この問題に対処すべく、特許文献１に記載の方法が考えられている。特許文献１に記載
された方法によれば、待機状態において呼出部と回線とが接続された状態としておき、回
線からの正式なＣＩ信号を検知する前に、ある程度正しいＣＩ信号のパターンを検知した
ことに応じて、呼出部と回線とを切り離す。これにより、待機状態における電力の消費を
抑えつつ、無鳴動着信モードを実現することが可能となっている。
【特許文献１】特開平０５－０３０２７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上述した特許文献１に記載された方法を用いて無鳴動着信モードを実現
した場合、以下のような問題が発生する。
【００１２】
　即ち、特許文献１に記載された方法では、ＣＩ検出部が回線からの信号を検出し、その
信号がある程度正しいＣＩ信号のパターンであると判断したことに応じて、切離部が回線
と呼出部とを切り離す。そして、その後正式にＣＩ信号であるか否かが判断される。この
方法により、切離部が回線と呼出部とを切り離した後は、回線からの信号が呼出部に伝送
されなくなり、呼出音の鳴動を防止することができる。
【００１３】
　しかしながら、特許文献１に記載された方法では、正式なＣＩ信号を検知する前に回線
と呼出部とを切り離しているものの、やはり回線から信号が伝送され始めてから呼出部を
切り離すまでの間は、回線からの信号が呼出部に伝送されてしまう。つまり、ファクシミ
リ着信であるにも関わらず、呼出部が鳴動してしまい、ユーザが電話の着信と誤認識して
しまうという問題がある。
【００１４】
　本発明は、上記の問題点に鑑みなされたものであり、待機状態において必要な電力量を
抑えるとともに、ファクシミリ着信時における電話機の不要な鳴動を防止する回線制御装
置、及びその回線制御方法、プログラム、記憶媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的を達成するために本発明の回線制御装置は、電話回線に接続するための第１
のインターフェース、ファクシミリ装置に接続するための第２のインターフェース、及び
電話機に接続するための第３のインターフェースを備えた回線制御装置であって、前記電
話回線から伝送される呼出信号を検知する第１の検知手段と、前記第１のインターフェー
スと前記第３のインターフェースとの接続状態を切り替える第１の切替手段と、前記電話
回線からの信号であって、前記第１の検知手段が前記呼出信号を検知するときの電圧の閾
値よりも低い電圧の信号を検知する第２の検知手段と、前記第２の検知手段が前記電話回
線からの信号を検知したことに応じて、前記第１のインターフェースと前記第３のインタ
ーフェースとが接続された状態から接続されていない状態に切り替えるよう前記第１の切
替手段を制御する制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の回線制御方法は、電話回線に接続するための第１のインターフェース、
ファクシミリ装置に接続するための第２のインターフェース、及び電話機に接続するため
の第３のインターフェースを備えた回線制御装置における回線制御方法であって、前記電
話回線から伝送される呼出信号を検知する第１の検知工程と、前記第１のインターフェー
スと前記第３のインターフェースとの接続状態を切り替える第１の切替工程と、前記電話
回線からの信号であって、前記第１の検知工程で前記呼出信号を検知するときの電圧の閾
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値よりも低い電圧の信号を検知する第２の検知工程と、前記第２の検知工程において前記
電話回線からの信号が検知されたことに応じて、前記第１のインターフェースと前記第３
のインターフェースとが接続された状態から接続されていない状態に切り替えるよう前記
第１の切替工程を制御する制御工程とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、待機状態において必要な電力を抑えるとともに、ファクシミリ着信時
における電話機の不要な鳴動を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明の実施形態を説明する。
【００１９】
　（第１の実施形態）
　図１は、ファクシミリ装置の全体構成を示すブロック図である。ＮＣＵ１００は、電話
回線とファクシミリ装置に外付けされる電話機１８０とを接続するか、または電話回線と
ファクシミリ装置本体とを接続するかを切り替える。
【００２０】
　モデム１６０は、電話回線を介して送受信される画像信号を変復調する処理を行う。ス
ピーカ部１７０は、音声を出力し、電話またはファクシミリの着信をユーザに通知する。
【００２１】
　システム制御部１１０は、ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２、タイマー１１３、ＲＡＭ１１
４を備える。ＣＰＵ１１１は、ＲＯＭ１１２に格納されたプログラムを読み出して実行し
、ファクシミリ装置全体を制御する。ＲＡＭ１１４は、ファクシミリ通信により送受信さ
れる画像を記憶する。タイマー１１３は時間を計測する。
【００２２】
　スキャナ部１２０は、原稿を読み取って画像データをシステム制御部１１０に出力する
。操作部１４０は、各種表示を行うための液晶表示部や、ユーザからの各種指示を受け付
けるキー入力部などを備える。プリンタ部１３０は、ファクシミリ受信した画像やコピー
出力する画像を記録紙に印刷する。電源部１５０は、ファクシミリ装置に電力を供給する
。
【００２３】
　図２は、本発明における回線制御装置として機能するＮＣＵ１００の構成を示すブロッ
ク図である。第１のインターフェースとして機能する電話回線Ｉ／Ｆ２１０は、電話回線
とＮＣＵ１００とを接続する。
【００２４】
　第２のインターフェースとして機能するファクシミリ通信回路２３０は、モデム１６０
やファクシミリ装置本体とＮＣＵ１００とを接続する。第２の切替手段（第２のリレー）
として機能するＣＭＬリレー２４０は、電話回線Ｉ／Ｆ２１０とファクシミリ通信回路２
３０との接続状態を切り替える。ＣＭＬリレー２４０は、ＯＮ状態において、電話回線Ｉ
／Ｆ２１０とファクシミリ通信回路２３０とを接続する。また、ＣＭＬリレー２４０は、
ＯＦＦ状態において、電話回線Ｉ／Ｆ２１０と電話機Ｉ／Ｆ２２０や後述するＣＩ検知回
路とを接続する。
【００２５】
　第３のインターフェースとして機能する電話機Ｉ／Ｆ２２０は、電話機１８０とＮＣＵ
１００とを接続する。フック検知回路２６０は、電話機１８０のオフフックまたはオンフ
ックを検知する。直流電圧発生回路２７０は、フック検知回路２６０が電話機１８０のオ
フフックまたはオンフックを検知するために必要な電圧を発生させる。
【００２６】
　第１の切替手段（第１のリレー）として機能するＨリレー２５０は、電話回線Ｉ／Ｆ２
１０と電話機Ｉ／Ｆ２２０との接続状態を切り替える。Ｈリレー２５０は、ＯＮ状態にお



(6) JP 4906701 B2 2012.3.28

10

20

30

40

50

いて、電話機Ｉ／Ｆ２２０と直流電圧発生回路２７０とを接続する。なお、このとき電話
機１８０は電話回線には接続されていない。また、Ｈリレー２５０は、ＯＦＦ状態におい
て、電話機Ｉ／Ｆ２２０と電話回線Ｉ／Ｆ２１０とを接続する。
【００２７】
　図２に示す例では、ＣＭＬリレー２４０およびＨリレー２５０がともにＯＦＦ状態とな
っており、電話機１８０は電話回線に接続されている。
【００２８】
　ＣＩ検知回路２８０は、第１の検知手段として機能する第１の検知回路２８１、及び第
２の検知手段として機能する第２の検知回路２８２を備える。なお、この互いに異なる第
１の検知回路２８１及び第２の検知回路２８２は、並列に接続されて配置されている。
【００２９】
　また、判定手段として機能するシステム制御部１１０は、電話回線から伝送され第１の
検知回路２８１から出力される信号の電圧及びパターンに基づいて、その信号がＣＩ信号
であるかどうかを判定する。第２の検知回路２８２は、第１の検知回路２８１が検知可能
な電圧よりも低い電圧の信号を検知する。
【００３０】
　図３は、ＣＩ検知回路２８０の構成を示す。Ｌ１及びＬ２からなるライン対はそれぞれ
電話回線に接続されており、ファクシミリや電話を着信した場合には、サイン波であるＣ
Ｉ信号が伝送される。なお、例えば日本では電圧は実効値で７５Ｖ／１６Ｈｚのサイン波
が伝送される。
【００３１】
　ツェナーダイオード３１及び３２により、予め定められた電圧よりも低い電圧の信号を
除去することにより、ノイズを除去している。なお、ここではツェナーダイオード３１及
び３２により３０Ｖ未満の信号を除去するようにしているが、この値は国・地域などに合
わせて適宜変更してもよい。
【００３２】
　また、ＣＩ信号は交流信号であるため、どちらの極性から信号が入力されても確実にＣ
Ｉ信号を検知可能とするため、ツェナーダイオード３１及び３２は、図示するようにプラ
ス方向とマイナス方向とを対にして備えられている。
【００３３】
　ツェナーダイオード３１及び３２の作用により、３０Ｖ未満の信号が除去された後、図
中に破線で囲まれた検知ブロック３３に電圧が印加される。その後、コンデンサ及び抵抗
を介して、フォトカプラ３４及び３５に電圧が印加される。なお、コンデンサは直流成分
をカットするため、抵抗はフォトカプラに流れ込む電流の制御と、インピーダンス規格に
対応するためのものである。
【００３４】
　さらに、フォトカプラ３４及び３５のダイオード側に電流が流れ、フォトトランジスタ
がＯＮすることにより、信号を信号線３６及び３７を介してシステム制御部１１０に伝送
する。なお、フォトカプラを１個だけ使用し、片側の極性のみ検知するようにしても構わ
ない。以上が第１の検知回路２８１の構成である。
【００３５】
　次に、第２の検知回路２８２について説明する。第２の検知回路２８２の構成は、ツェ
ナーダイオード３８及び３９を除いて、第１の検知回路２８１と同様であるので説明は省
略する。
【００３６】
　ツェナーダイオード３８及び３９は、ツェナーダイオード３１及び３２よりも低い電圧
の信号を除去するよう設定されている。このため、第２の検知回路２８２は、第１の検知
回路２８１が検知可能な電圧よりも低い電圧の信号を検知する。
【００３７】
　なお、ここではツェナーダイオード３８及び３９により５Ｖ未満の信号を除去するもの
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とする。つまり、ツェナーダイオード３８及び３９は５Ｖ以上の信号を下流側に伝送する
。このため、第２の検知回路２８２は、第１の検知回路が検知可能な電圧よりもはるかに
低く、電話機１８０が鳴動する電圧よりも低い電圧の信号を検知する。
【００３８】
　また、ここでは、第１の検知回路２８１よりも低い電圧の信号を検知するための構成と
して、第１の検知回路２８１のツェナーダイオード３１及び３２とは異なるツェナーダイ
オード３８及び３９を採用しているが、他の方法を採用してもよい。
【００３９】
　図４は、無鳴動着信モードが設定されている状態でファクシミリ着信があった場合の一
連の処理を明確に記述したフローチャートである。なお、このフローチャートにおける一
連の動作の制御は、ＣＰＵ１１１がＲＯＭ１１２に格納されたプログラムに基づいて実行
するものとする。
【００４０】
　まず、ステップＳ４０１において、ファクシミリ装置に無鳴動着信モードが設定されて
いるか否かを判定する。ファクシミリ装置のユーザは、操作部１４０のキー入力部を用い
て、鳴動着信モードまたは無鳴動着信モードのいずれかを選択しておくことができる。ス
テップＳ４０１では、このユーザによる選択に基づいて判定を行う。
【００４１】
　ステップＳ４０１で、無鳴動着信モードが設定されていないと判定された場合、つまり
鳴動着信モードが設定されていると判定された場合は、ステップＳ４０２に進み、通常の
鳴動着信の処理を実行する。即ち、図２に示すように、ＣＭＬリレー２４０及びＨリレー
２５０をともにＯＦＦ状態として待機し、ＣＩ検知回路２８０によるＣＩ信号の検知を行
う。ＣＩ信号を検知した場合、すなわちファクシミリまたは電話の着信があった場合は、
電話機１８０に信号を伝送し、電話機１８０を鳴動させる。そして、その後ユーザからの
指示に従ってＣＭＬリレーをＯＮ状態にし、ファクシミリ通信を実行する。
【００４２】
　一方、ステップＳ４０１で、無鳴動着信モードが設定されていると判定された場合は、
ステップＳ４０３に進み、Ｈリレー２５０をＯＦＦ状態へと切り替える。なお、ステップ
Ｓ４０３に進んだ時点で既にＨリレー２５０がＯＦＦ状態となっている場合は、そのまま
次のステップＳ４０４へ進む。この段階で、ＮＣＵ１００は、図２に示すようにＣＭＬリ
レー２４０及びＨリレー２５０がともにＯＦＦ状態となっている。
【００４３】
　次にステップＳ４０４において、第２の検知回路２８２による信号の検知を行う。即ち
、ファクシミリ装置はファクシミリまたは電話の着信を待機している状態となる。上述し
た通り、第２の検知回路２８２は、第１の検知回路２８１と比較して、より低い電圧の信
号を検知することができるので、第１の検知回路２８１よりも先に第２の検知回路２８２
が信号を検知することになる。
【００４４】
　ステップＳ４０４において、第２の検知回路２８２が電話回線からの信号を検知したと
判定された場合は、続くステップＳ４０５に進み、Ｈリレー２５０をＯＮ状態にする。即
ち、電話回線Ｉ／Ｆ２１０と電話機Ｉ／Ｆ２２０とが接続された状態から接続されていな
い状態に切り替えられる。これにより、電話機１８０が鳴動する電圧よりも十分低い電圧
でＨリレー２５０をＯＮ状態にするので、これ以降に電話回線から伝送されてくる信号は
、電話機１８０には伝送されないので、電話機１８０が鳴動することはない。
【００４５】
　図５に、ステップＳ４０５においてＨリレー２５０がＯＮ状態になった後のＮＣＵ１０
０の様子を示す。図示するように、ここでは、Ｈリレー２５０は電話機Ｉ／Ｆ２２０と直
流電圧発生回路２７０とを接続している。そのため、電話機１８０は電話回線に接続され
ていない。
【００４６】
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　図４に戻り、続くステップＳ４０６では、第１の検知回路２８１による信号の検知を行
う。ここで、第１の検知回路２８１が電話回線からの信号を検知すれば、続くステップＳ
４０７に進む。一方、第１の検知回路２８１が電話回線からの信号を検知しないまま所定
の時間が経過すると（ステップＳ４０６でＮｏ）、ステップＳ４０３に戻り、Ｈリレー２
５０を再びＯＦＦ状態とする。
【００４７】
　ステップＳ４０７では、システム制御部１１０が、第１の検知回路２８１により出力さ
れた信号に基づいて、電話回線から送られてきた信号がＣＩ信号であるか否かを判定する
。
【００４８】
　ＣＩ信号は所定の電圧及びパターンを有している。例えば、第１の検知回路２８１が検
知可能な３０Ｖ以上の電圧の信号が電話回線から伝送されてきたとしても、単なるノイズ
であってＣＩ信号ではない場合がある。このようなノイズとＣＩ信号とを区別するために
、電話回線から伝送されてくる信号の電圧のみに基づいてＣＩ信号を検知せずに、信号の
パターンを考慮してＣＩ信号の検知を行う。
【００４９】
　ステップＳ４０７において、第１の検知回路２８１が検知した信号がＣＩ信号でないと
判定された場合は、ステップＳ４０３に戻り、Ｈリレー２５０を再びＯＦＦ状態とする。
一方、第１の検知回路２８１が検知した信号がＣＩ信号であると判定された場合は、ステ
ップＳ４０８に進み、ＣＭＬリレー２４０をＯＮ状態とする。
【００５０】
　即ち、電話回線Ｉ／Ｆ２１０とファクシミリ通信回路２３０（及びモデム１６０）とが
接続されていない状態から接続された状態に切り替えられる。これにより、これ以降に電
話回線から伝送されてくる信号は、ファクシミリ通信回路２３０に伝送される。
【００５１】
　図６に、ステップＳ４０８においてＣＭＬリレー２４０がＯＮ状態になった後のＮＣＵ
１００の様子を示す。図示するように、ここでは、ＣＭＬリレー２４０はファクシミリ通
信回路２３０と電話回線Ｉ／Ｆ２１０とを接続している。そのため、電話機１８０やＣＩ
検知回路２８０は電話回線に接続されていない。
【００５２】
　続くステップＳ４０９では、ファクシミリ通信回路２３０によるＣＮＧ信号の検知が行
われる。ステップＳ４０９において、ＣＮＧ信号が送信されてきたと判定された場合は、
ステップＳ４１０に進み、送信元のファクシミリ装置からファクシミリデータを受信して
終了する。
【００５３】
　一方、ＣＮＧ信号が送信されてこないまま所定の時間が経過すると（ステップＳ４０９
でＮｏ）、電話の着信であると判定し、ステップＳ４１１において、スピーカ部１７０を
鳴動させて電話の着信をユーザに通知する。
【００５４】
　そして、続くステップＳ４１２において、電話機１８０のオフフックを検知する。なお
、ここでは、フック検知回路２６０が直流電圧発生回路２７０により発生された電圧を用
いて、電話機１８０がオフフックされたことを検知する。
【００５５】
　電話機１８０がオフフックされたと判定された場合は、ステップＳ４１３においてＨリ
レー２５０をＯＦＦ状態にするとともに、ステップＳ４１４においてＣＭＬリレー２４０
をＯＦＦ状態にする。即ち、ＮＣＵ１００は図２に示す状態となる。これにより、電話機
１８０は電話回線に接続される。そして、ステップＳ４１５において、電話機１８０を用
いた音声通話が行われる。
【００５６】
　一方、電話機１８０がオフフックされないまま所定の時間が経過すると（ステップＳ４
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１２でＮｏ）、そのまま処理を終了する。
【００５７】
　図７に、上述した図４のフローチャートに沿った動作が実行された場合の、電話回線か
ら伝送される信号と、第１の検知回路２８１の出力信号、第２の検知回路２８２の出力信
号、Ｈリレー２５０の制御、電話機１８０に伝送される信号の関係を示す。
【００５８】
　図７に示す通り、時刻Ｔ０で第２の検知回路２８２が電話回線からの信号を検知したこ
とに応じて、Ｈリレー２５０がＯＮ状態となる。これにより、電話機１８０には時刻Ｔ０
よりも前のごくわずかな信号しか伝送されず、電話機１８０が鳴動する電圧の信号は電話
機１８０には伝送されない（図中破線で示す）。これにより、ファクシミリ着信であるに
も関わらず、電話機１８０が鳴動してしまい、ユーザが電話の着信と誤認識してしまうこ
とを防ぐことができる。
【００５９】
　なお、図７には記載していないが、ＣＭＬリレー２４０は、時刻Ｔ０ではＯＦＦ状態の
ままである。そして、ＣＭＬリレー２４０は、図４のステップＳ４０７でＣＩ信号が検知
できたことに応じてＯＮ状態となる。
【００６０】
　図８は、電話回線からノイズ信号が伝送されてきた場合の、電話回線から伝送される信
号と、第１の検知回路２８１の出力信号、第２の検知回路２８２の出力信号、Ｈリレー２
５０の制御、電話機１８０に伝送される信号の関係を示す。
【００６１】
　図８に示す通り、時刻Ｔ０で第２の検知回路２８２が電話回線からの信号を検知したこ
とに応じて、Ｈリレー２５０をＯＮ状態となる。これにより、電話機１８０には時刻Ｔ０
よりも前のごくわずかな信号しか伝送されないので、電話機１８０は鳴動しない。
【００６２】
　また、第２の検知回路２８２が電話回線からの信号を検知した後、所定の時間ｔが経過
しても第１の検知回路２８１が信号を検知しない場合は、時刻Ｔ０＋ｔにおいて、Ｈリレ
ー２５０は再びＯＦＦ状態となる。
【００６３】
　なお、図７には記載していないが、この例では第１の検知回路２８１によりＣＩ信号は
検知されないので（図４のステップＳ４０６でＮｏ）、ＣＭＬリレー２４０はＯＦＦ状態
のままである。
【００６４】
　以上の通り、本実施形態では、ファクシミリ装置のＮＣＵ１００に備えられたＣＩ検知
回路２８０が、第１の検知回路２８１と第２の検知回路２８２の２つの異なる検知回路を
有する。そして、ユーザにより無鳴動着信モードが設定された場合に、Ｈリレー２５０が
ＯＦＦ状態のままで着信を待機する（Ｓ４０３）。
【００６５】
　第１の検知回路２８１が検知可能な電圧よりも低い電圧の信号を検知する第２の検知回
路２８２が電話回線からの信号を検知したことに応じて（Ｓ４０４）、Ｈリレー２５０を
ＯＮ状態にする（Ｓ４０５）。そして、第１の検知回路２８１により呼出信号の検知を行
う（Ｓ４０７）。呼出信号が検知されなければ、再びＨリレー２５０をＯＦＦ状態にする
（Ｓ４０３）。一方、呼出信号が検知されれば、ＣＭＬリレー２４０をＯＮ状態とし、フ
ァクシミリ通信または音声通信を行う。
【００６６】
　これにより、無鳴動着信モードが設定されている場合の待機状態において必要な電力を
抑えるとともに、ファクシミリ着信時における電話機の不要な鳴動を防止することが可能
となる。
【００６７】
　なお、以上の説明では、第１の検出手段が検知可能な電圧を３０Ｖ、第２の検知手段が
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検知可能な電圧を５Ｖとしたが、検知可能な電圧の値はこれら以外の値であってもよい。
【００６８】
　（その他の実施形態）
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラ
ム若しくはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体（記録媒体）等としての実施態様をとる
ことが可能である。具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用しても良いし
、また、一つの機器からなる装置に適用しても良い。
【００６９】
　尚、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（実施形
態では図に示すフローチャートに対応したプログラム）を、システムあるいは装置に直接
あるいは遠隔から供給する。そして、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給
されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される場合を含む。
【００７０】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００７１】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００７２】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、以下のようなものがある。フ
ロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、
ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）。
【００７３】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページからハードディスク等の記録媒体にダウンロードするこ
とによっても供給できる。すなわち、ホームページに接続し、該ホームページから本発明
のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファ
イルをダウンロードする。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数
のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードするこ
とによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するため
のプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発
明に含まれるものである。
【００７４】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布する。そして、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホー
ムページから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用する
ことにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現す
ることも可能である。
【００７５】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。その他にも、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上
で稼動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前
述した実施形態の機能が実現され得る。
【００７６】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後に
も前述した実施形態の機能が実現される。すなわち、そのプログラムの指示に基づき、そ
の機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部
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を行うことによっても前述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の実施形態におけるファクシミリ装置の全体構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施形態におけるＮＣＵ１００の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施形態におけるＣＩ検知回路２８０の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態におけるフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態におけるＮＣＵ１００の構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施形態におけるＮＣＵ１００の構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の実施形態における電話回線から伝送される信号と、各検知回路の出力信
号、Ｈリレーの制御、及び電話機への出力の関係を示す図である。
【図８】本発明の実施形態における電話回線から伝送される信号と、各検知回路の出力信
号、Ｈリレーの制御、及び電話機への出力の関係を示す図である。
【図９】従来のＮＣＵの構成を示すブロック図である。
【図１０】従来のＮＣＵの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００７８】
　１００　ＮＣＵ
　１１０　システム制御部
　１１１　ＣＰＵ
　１１２　ＲＯＭ
　１１３　タイマー
　１１４　ＲＡＭ
　２３０　ファクシミリ通信回路
　２４０　ＣＭＬリレー
　２５０　Ｈリレー
　２８０　ＣＩ検知回路
　２８１　第１の検知回路
　２８２　第２の検知回路
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